
Information

◆
更
新
お
よ
び
申
請
に
つ
い
て

　
　

現
在
障
害
者
福
祉
医
療
費
助

成
制
度
を
受
け
て
い
る
方
で
、
受

給
者
証
の
有
効
期
限
が
令
和
５
年

６
月
30
日
ま
で
と
な
っ
て
い
る
方

は
、引
き
続
き
こ
の
制
度
を
受
け
る

た
め
に
は
更
新
の
申
請
が
必
要
で

す
。ま
た
、所
得
制
限
等
で
非
該
当

と
な
っ
て
い
る
方
も
、課
税
状
況
等

に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
対
象　

身
体
障
害
者
手
帳
１
〜

３
級
、も
し
く
は
療
育
手
帳
A
１
、

A
２
、
B
１
、
B
２
を
お
持
ち
の
方

■
更
新
期
限　

す
で
に
認
定
を
受

け
て
い
る
方
は
、６
月
12
日（
月
）ま

で
に
手
続
き
が
必
要
で
す
。

■
申
請
場
所

　
　

福
祉
事
務
所
（
市
役
所
２
階
）
、

ま
た
は
お
近
く
の
各
支
所

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
　

健
康
保
険
証
・
身
体
障
害
者
手

帳
ま
た
は
療
育
手
帳

■
所
得
制
限

　　

65
歳
未
満
の
方
は
世
帯
の
総
所

得
が
200
万
円
以
下
、65
歳
以
上
の
方

は
世
帯
全
員
の
住
民
税
が
非
課
税

■
問
い
合
わ
せ　

福
祉
事
務
所

　
　

香
南
市
国
民
健
康
保
険
加
入

者
（
世
帯
主
と
19
歳
以
上
の
加
入

世
帯
員
）は
、毎
年
４
月
上
旬
ま
で

に
所
得
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　
　

令
和
５
年
度
の
国
保
税
は
、
前

年
（
令
和
４
年
１
月
〜
12
月
）の
所

得
と
世
帯
構
成
を
も
と
に
算
定

し
ま
す
。
市
民
税
計
算
の
た
め
の

申
告
は
不
要
な
場
合
が
あ
り
ま

す
が
、
国
民
健
康
保
険
税
の
所
得

が
低
い
世
帯
が
受
け
ら
れ
る
軽

減
措
置
（
７
・
５
・
２
割
の
い
ず
れ

か
の
軽
減
）の
適
用
や
、
病
院
な

ど
で
支
払
う
医
療
費
の
自
己
負

担
限
度
額
を
正
し
く
判
定
す
る

た
め
に
は
、
所
得
の
申
告
が
必
要

で
す
。

　
　
６
月
上
旬
ま
で
に
未
申
告
の
方

に
は
申
告
書
を
送
付
し
て
い
ま
す

の
で
、
至
急
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

収
入
が
無
か
っ
た
方
や
、
遺
族
年

金
・
障
害
年
金
な
ど
の
非
課
税
収

入
の
み
の
方
に
つ
い
て
は
、
郵
送
で

の
提
出
も
可
能
で
す
。そ
の
他
に
収

入
が
あ
る
方
は
税
務
収
納
課
ま
で

申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
国
保
税
の
軽
減
制
度
（
非
自
発

的
失
業
者
対
象
）が
あ
り
ま
す

　
　

企
業
の
倒
産
や
解
雇
、
雇
い
止

め
な
ど
の
理
由
で
失
業
さ
れ
た
方

は
、
申
請
に
よ
り
国
保
税
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。

■
申
請
方
法

　
　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
交
付
さ
れ
る

「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
」ま
た

は
、「
雇
用
保
険
受
給
資
格
通
知
」

を
持
参
し
、
税
務
収
納
課
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象

　
　

次
の
条
件
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
方

　
●　

離
職
日
時
点
で
65
歳
未
満
の
方

　
●　

雇
用
保
険
の
失
業
者
給
付
を
受

け
て
い
る
方
で
「
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
」の「
離
職
理
由
」番
号

が
11
、
12
、
21
、
22
、
23
、
31
、
32
、

33
、34
の
方

■
軽
減
内
容

　　

前
年
中
の
給
与
所
得
を
100
分
の

30
と
見
な
し
て
算
出
し
ま
す
。

■
軽
減
期
間　

離
職
の
翌
日
か
ら

翌
年
度
末
ま
で（
最
長
２
年
度
間
）

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
税
務
収
納
課

先
日
、
広
報
で
紹
介
さ
れ
て
た
お
菓
子
屋
さ
ん
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
新
し
い
お
店
の
情
報
、
楽
し
み
に
待
っ
て
ま
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見

プ
レ
ゼ
ン
ト
前
回
当
た
り
ま
し
た
。
妻
と
一
緒
に
訪
問
し
、
ス
イ
ー
ツ
を
買
っ
て
帰
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

広

報

へ

の

ご

意

見

　　

開
発
途
上
国
で
現
地
の
人
々
と

同
じ
生
活
を
し
な
が
ら
、と
も
に

働
き
、
国
づ
く
り
に
貢
献
す
る

J
I
C
A
海
外
協
力
隊
を
募
集
し

ま
す
。

■
応
募
資
格

　　

生
年
月
日
が
１
９
５
３
年
７
月
５

日
〜
２
０
０
４
年
１
月
２
日
に
生
ま

れ
た
方
で
、日
本
国
籍
を
持
つ
方

※
一
般
案
件
の
一
部
の
要
請
は
、
応
募
締

め
切
り
時
点
で
満
45
歳
以
下
の
方
が
対
象

■
応
募
締
め
切
り

　　
７
月
３
日（
月
）正
午

■
応
募
方
法

　
　

J
I
C
A
海
外
協
力
隊
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
か
ら
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

※
応
募
者
調
書
、応
募
用
紙
の
提
出（
健
康

診
断
書
の
み
郵
送
）

▼
募
集
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　
　
６
月
10
日
（
土
）
14
時
〜
16
時
、

オ
ー
テ
ピ
ア
高
知
図
書
館
で
開

催
。参
加
無
料
、予
約
不
要
。

※
募
集
説
明
会
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は

（
公
社
）青
年
海
外
協
力
隊
J
O
C
A
大
阪

（
☎
0
8
0
ー
7
3
9
7
ー
7
5
2
1
）へ

■
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http
s://w

w
w
.

jic
a.g
o
.jp
/v
o
lu
n
te
e
r/

■
問
い
合
わ
せ

　　
J
I
C
A
四
国

　　

☎
0
8
7
ー
8
2
1
ー
8
8
2
5

　　

J
I
C
A
海
外
協
力
隊

　　

募
集
事
務
局

　　

☎
0
4
5
ー
4
1
0
ー
8
9
2
2

W
福 祉

W e l f a r e

福 祉

T
税

T  a  x

税

　

国
保
加
入
者
の
皆
さ
ま
、
所
得

　

の
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

毎年６月は
男女共同
参画月間

毎年６月は
男女共同
参画月間

　「男女共同参画社会」とは、男女が、互いに

その人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性

別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発

揮することができる社会のことです。

　日本では共働き世帯が専業主婦世帯の２倍

を超え、子育てや介護をしながら働く女性が増

えています。しかし、女性が働くうえで、家庭と仕

事との両立が困難、家事・育児等を手伝ってく

れる人が身近にいないなどの課題もあります。

　また、男性の育児休業取得率は近年上昇傾

向にあるものの、育児休業を取得したかったの

に取得できなかった人の割合は３割にものぼ

ると言われています。

　これからは「男性は仕事、女性は家庭」と

いった固定的な性別役割分担ではなく、女性

も男性も家庭と仕事が両立できるような環境

が必要です。男女がともに仕事と子育てや介

護など家庭生活を両立できるよう、多様な視

点や意見を反映させることのできる社会を目

指しましょう。

■問い合わせ／香南市役所人権課（☎５７-８５０７）

高知県子ども・福祉政策部人権・男女共同参画課

（☎０８８-８２３-９６５１）　こうち男女共同参画センター

「ソーレ」（☎０８８-８７３-９１００）

６月２３日～２９日は
男女共同参画週間です

「無くそう思い込み、守ろう個性

　　みんなでつくる、みんなの未来。」

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
海
外
協
力
隊

障
害
者
福
祉
医
療
費
助
成

　　市議会事務局　☎57－8513

●開　会／６月１９日(月)　９：３０～

●一般質問／
　　６月２６日(月)・２７日(火)・２８日(水)・２９日(木) 

●議案質疑・付託・委員会審査等／
　　６月２９日(木)・３０日(金) 

●閉　会／７月７日(金)

６６月定例議会の主な予定

問

❶所得が基準額以上の世帯は、

児童手当が受けられなくなりました

　家計の主となっている保護者の所得

が、別表の所得上限額を超える場合児

童手当は支給されず、資格も消滅して

います。ただし、児童手当が支給されなくなった後に、所得が

上限額未満になれば、改めて児童手当認定請求書を提出する

ことで、児童手当を受給できます。

❷現況届の提出が原則不要です

　お子さんの養育状況が変わっていなければ、現況届の提出

は原則不要です。ただし、下記に該当する方は現況届の提出

が必要です。現況届を送付しますのでご提出ください。

●　未成年後見人、施設・里親の受給者の方

●　離婚協議中で配偶者と別居している方

●　配偶者からの暴力等により、住民票の

　住所地が実際の居住地と異なる方

●　お子さんの住民票がない方

●　その他、状況を確認する必要がある方

■支給対象／０歳～中学生までのお子さん
　　　　　　を養育している方

児童手当について児童手当について

所得制限以上所得上限額
未満の方の子ども

０～３歳未満 １５,０００円／月

３歳～小学生（第１,２子）

３歳～小学生（第３子以降）

１０,０００円／月

１５,０００円／月

中学生 １０,０００円／月

５,０００円／月

所得上限額以上の方の子ども 支給なし　

６２２

６６０

６９８

７３６

万円

万円 ８９６

万円

万円

扶養親族
等の数

０人

１人

２人

７７４

８１２

万円

万円

４人

５人

３人

８５８

９３４

９７２

万円

万円

万円

万円

１，０１０

１，０４８

万円

万円

■所得制限および所得上限額／令和４年６月から適用

■支給時期／原則として毎年２月、６月、１０月にそれぞれの前月

分まで（４カ月分）が支給されます。支給日は各月の１０日です。

※ただし、１０日が金融機関の休日にあたる場合はその直前の平日に支給
　児童手当は、家庭生活の安定と、これか
らの社会を担う子どもの健やかな成長のた
めに、中学生までのお子さんを養育してい
る方に支給するものです。

■支給額

（　　　　　）（　　　　　）
所得制限限度額
平成２４年６月
以降適用

所得上限額
令和４年６月
以降適用

令和５年度

第１期市県民税

６月３０日（金）です。
期限内の納付をお願いします。

の納期限は

令和４年

６月１日～、
児童

手当制度の一
部が

　変わりました
！

★６／９（金）は２～５月分の児童手当定期支給日です。
※個別に支払通知はしませんので、通帳で入金をご確認ください

市役所市民保険課　児童手当係　☎５７ー８５０６問い合わせ

方

長距離コース▶　香南市わくわくコース／１２㎞

短距離コース▶　香南市ふれあいコース／６㎞

長距離コース▶　安芸市まるごとコース／１４㎞

短距離コース▶　安芸市散策コース／６㎞

●参加料
　●　長距離コース：２,５００円　●　短距離コース：１,５００円

　※１日だけ、または２日間の参加でも同額

●申込み方法　市役所や各支所等にある参加申込書

に必要事項を記入し提出。インターネット申し込みを

希望の方は、市ホームページからお申し込みください。

●ホームページ　https://www.city.kochi-konan.lg.
　　jp/bunka_sports/event/index.html

●申込み締切り　6月14日（水）

●問い合わせ　市役所生涯学習課　☎５０ー３０２２

7／ 土

1
7／ 日

2

◆第１９回◆

　土佐よさこい
　ツーデーウオーク

13２０２３.６ 12 ２０２３.６


